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学校給水施設点検委託仕様書

●委託場所

市内小学校 ７施設

市内中学校 ３施設 （別紙「貯水槽の容量・学校所在地一覧」参照）

●一般事項

①作業実施に伴う各施設への連絡調整、その他必要な手続き等は全て請負業者が行う

こと。

②給水設備のトラブルにおける緊急時措置（設備の仮復旧、応急処置及びトラブル原

因の調査など）については夜間、休日を問わず本委託業務に含まれるものとする。

③緊急時（平日夜間、休日昼夜間）の連絡体制を明確にしておくこと。

④施行計画書（委託名、委託の概要、測定方法、水質検査方法、貯水槽の清掃方法、

設備機器等の点検方法等について詳細に記載）を作成し、業務着手前に本市係員に

提出し承諾を得ること。

⑤建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号以下「ビ

ル衛生管理法」という）第１２条の２第１項の規定に基づく建築物飲料水貯水槽清

掃業務登録証明書の写しを提出すること。

⑥検査は、地方公共団体の機関、法第２０条第３項の規定に基づき厚生大臣が指定す

る業者又はビル衛生管理法第１２条の２第１項の規定に基づく第３号の事業の登録

をした業者において、水質基準省令の表の下欄に挙げる方法によって行うこと。

⑦検水は、高置水槽下り水にあっては高置水槽１基について１カ所。又、直圧水にあ

っては各施設について１カ所とする。

⑧業務日程

・実施日については、各学校園長及び本市係員と協議、調整の上決定し、施工日程

表を提出すること。

・貯水槽の清掃について

実施日については、各学校園長及び本市係員と協議、調整の上決定し、施工日程

表を提出すること。

また、各小中学校工事の支障とならないよう注意すること。

⑨業務内容の変更等

・各小・中学校の改修工事等に伴い、本委託内容の変更が必要となった場合は、監

督職員の指示に従うこと。

なお、上記により生じた受託金額の増減額は市設計基準とする。
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●上半期委託内容（４月～９月）

１．受水槽・高架水槽清掃 （１回）

１）業務内容

水道法に基づく受水槽・高架水槽の清掃・消毒作業及び報告書作成業務

２）提出書類

①貯水槽清掃結果報告書 市指定様式

②施工写真 各貯水槽（水槽内部及び水槽外部）の清掃前、中、後

（Ａ４アルバム整理）

③委託日報 市指定様式

④その他係員の指示する書類

２．給水施設点検 （１回）

１）業務内容

受水槽・高架水槽・ポンプ（電気設備含む）・配管、弁類（給水管、揚水管）の定

期点検（下記点検項目に準じる）及び報告書作成業務

２）点検項目

【受水槽・高架水槽】

・本体からの漏水確認

・本体の亀裂、損傷、汚れの確認

・架台の状況（発錆、破損等）の確認

・通気口、排水口、オーバーフローの防虫網の有無、取付状況の確認

・点検口の鍵の有無、施錠の確認

・点検口のパッキンの有無、状況（亀裂等）の確認

・給水管、排水管、揚水管等の漏水確認

・弁類の漏水、作動状態の確認

・電極棒の取付状態、作動状態の確認

・ボールタップの作動状態の確認

・タラップの取付状態の確認

・水槽内の異物、沈殿物の有無確認

【ポンプ】

・ポンプ本体の損傷、漏水、発錆の有無確認

・電動機の損傷の有無確認

・作動状態等（音、振動、電圧、電流、圧力、発熱）の確認又は測定

・弁類の作動状態の確認

【盤 類】

・外観の損傷、発錆の有無確認

・作動状況（遮断器、警報装置、ランプの点灯、発熱等）の確認

【配管、弁類】

・外観の損傷、発錆、漏水の有無確認
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・保温材の損傷の有無確認

【その他】

・水槽室等の清掃状況、施錠確認

３）提出書類

①点検報告書 市指定様式

②業務写真 作業中（点検項目数カ所撮影）

③委託日報 市指定様式

④その他係員の指示する書類

４）その他

①上記点検により判明した修繕必要箇所の報告

（不具合状況のわかる写真を添付すること。）

３．施設の遊離残留塩素測定業務 （１回／７日）

１）業務内容

飲料水の遊離残留塩素の含有率の測定及び報告書作成業務

２）提出書類

①測定報告書 提出様式を月報でまとめ提出

②委託日報 市指定様式

③その他係員の指示する書類

４．水質検査 （年１回）

１）委託内容

各学校の高架水槽及び給食室直圧水系統別を採取し、保健所等が標準とする検査項

目（１２項目）に準じた検査、申請及び報告業務

２）提出書類

①水質試験成績表

②検水の採取場所を明記した図及び写真（全カ所、Ａ４版アルバム整理。）

③委託日誌 市指定様式

④その他係員が指示する書類
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●下半期委託内容（１０月～翌年３月）

１．施設の遊離残留塩素測定業務 （１回／７日）

１）業務内容

飲料水の遊離残留塩素の含有率の測定及び報告書作成業務

２）提出書類

①測定報告書 提出様式を月報でまとめ提出

②委託日報 市指定様式

③その他係員の指示する書類

２．簡易専用水道定期検査 （年１回）

１）業務内容

水道法第３４条の２第２項、同法施行規則第５６条に基づく簡易専用水道の検査及

び申請、報告業務

２）提出書類

①「簡易専用水道」定期検査結果通知書

②委託日報 市指定様式

③その他係員の指示する書類
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受水槽（地上ＦＲＰ） 高架水槽（ＦＲＰ）

北小学校 ３０ｔ(１５＋１５) １１.３ｔ 箕面３－４－１ ７２１－３１１８

南小学校 ４０.６ｔ １２ｔ 桜６－５－１ ７２１－２５２２

西小学校 ４０ｔ １０ｔ 新稲３－１２－２ ７２１－７９７５

東小学校 １９ｔ １２.８ｔ 粟生新家５－５－１ ７２９－２１３４

西南小学校 ６２ｔ ６.６ｔ＋１５ｔ 瀬川３－２－１ ７２２－７７８２

萱野東小学校 ４２ｔ １５ｔ 石丸１－１８－１ ７２９－３６０８

萱野北小学校 ３５ｔ １７.５ｔ 如意谷４－４－１ ７２１－０２８８

第一中学校 ３０ｔ 新稲３－２－１ ７２１－２３９２

第三中学校 ４０ｔ(２０＋２０) １２ｔ 瀬川３－２－２ ７２３－１１５１

第五中学校 ３３.８ｔ ２１.９ｔ 稲４－３－１２ ７２８－７６０２

貯 水 槽 の 容 量 ・ 学 校 所 在 地 一 覧

貯　　水　　槽

※第三中は受水槽１基のみ対象とする

学　　校　　名 所　在　地 連　絡　先

中学校

小学校


